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農
業
所
得
事
前
相
談
会
を
予
定
し
て

い
ま
す
。
確
定
申
告
は
、
例
年
混
雑

し
ま
す
。
申
告
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
む

よ
う
に
ぜ
ひ
相
談
会
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
青
色
申
告
は
、
納
税
者
自
ら
税
法

に
従
っ
て
計
算
し
、
納
税
す
る
制
度

で
す
。
役
場
で
の
申
告
受
付
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

 
（
町
民
税
務
課
）

　
一
般
的
な
個
人
所
得
の
電
子
申
告

に
必
要
な
「
電
子
証
明
書
」
は
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

に
情
報
を
格
納
す
る
こ
と
に
よ
り
使

用
で
き
ま
す
。

○
カ
ー
ド
の
新
規
発
行

　
持
参
す
る
も
の

・
運
転
免
許
証
（
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
入
り
）

・
免
許
証
の
暗
証
番
号
　
・
認
印

・
発
行
手
数
料
（
１
，
０
０
０
円
）

※ 

免
許
証
の
内
容
変
更
や
暗
証
番
号

を
忘
れ
た
場
合
は
、
事
前
に
警
察

署
で
変
更
手
続
き
や
番
号
の
照
会

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
免
許
証

を
お
持
ち
で
な
い
方
は
文
書
照
会
、

回
答
書
の
や
り
と
り
に
な
り
ま
す
。

※
即
日
発
行
不
可
。

○
電
子
証
明
の
格
納
の
み

　
持
参
す
る
も
の

 

（
町
民
税
務
課
）

　
毎
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま

で
の
１
年
間
に
農
業
を
営
み
農
産
物

の
販
売
金
額
に
よ
る
収
入
等
が
あ
っ

た
人
は
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
事
業
と
し
て
行
っ

て
い
な
い
農
業
（
農
産
物
を
全
く
出

荷
・
販
売
せ
ず
に
、
自
家
用
の
飯
米

や
野
菜
の
み
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、

申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
平
成
26
年
１
月
か
ら
記
帳
・
帳
簿

等
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

・
記
帳
す
る
内
容

　 

　
売
上
な
ど
の
収
入
金
額
、
仕
入

れ
や
経
費
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
取
引
の
年
月
日
・
売
上
先
・

仕
入
先
・
経
費
の
金
額
等
を
帳
簿

に
記
載
し
ま
す
。

・
帳
簿
等
の
保
存

　 

　
収
入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載

し
た
帳
簿
の
ほ
か
、
取
引
に
伴
っ

て
作
成
し
た
帳
簿
や
受
け
取
っ
た

請
求
書
・
領
収
書
な
ど
の
書
類
を

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
収

入
金
額
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た

帳
簿
は
７
年
、
そ
の
他
（
請
求
書

・
領
収
書
等
）
は
５
年
保
存
が
必

要
で
す
。

○
事
前
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　
農
業
所
得
の
申
告
は
、
収
入
の
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
者
ご
自
身

に
よ
る
収
支
計
算
の
も
と
行
う
も
の

で
す
。
今
年
度
も
平
成
27
年
２
月
に

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

・
運
転
免
許
証
　
・
認
印

・
発
行
手
数
料
（
５
０
０
円
）

※
即
日
発
行
可
。

（
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
内
に
限
る
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
町
民
Ｇ

　

（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
土
地
や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産

税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
課
税

さ
れ
ま
す
。
年
内
に
家
屋
の
滅
失

（
取
り
壊
し
）
や
増
築
・
改
築
を
さ

れ
た
場
合
、
ま
た
は
売
買
な
ど
に
よ

り
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
が
変
わ
っ

た
場
合
に
は
、
町
民
税
務
課
ま
で
届

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
土
地
の
現
況
地
目
を
変
更

し
て
い
る
場
合
に
も
同
様
で
す
。

　
た
だ
し
、
す
で
に
法
務
局
で
登
記

を
済
ま
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
届

出
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○�

堤
防
強
化
事
業
で
の
移
転
者
の
み

な
さ
ん
へ

　
年
内
に
家
屋
（
新
家
屋
）
が
完
成

し
、
買
収
契
約
し
た
家
屋
（
旧
家
屋
）

の
取
り
壊
し
が
年
明
け
に
な
る
と
、

新
旧
両
方
の
家
屋
に
固
定
資
産
税
が

課
税
さ
れ
ま
す
。

　
固
定
資
産
税
は
１
月
１
日
現
在
で

の
取
扱
に
な
り
ま
す
の
で
、
家
屋
の

完
成
時
期
と
買
収
家
屋
の
取
り
壊
し

時
期
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
臨
時
福
祉
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
の
申
請
期
間
は
、
平
成
27

年
１
月
５
日
(月)
ま
で
と
な
り
ま
す
。

申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
早
目

に
申
請
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※ 

申
請
書
は
、
給
付
対
象
者
の
方
へ

６
月
末
に
郵
送
し
て
お
り
ま
す
。

（ 

申
請
書
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場

合
は
、
役
場
に
て
再
交
付
い
た
し

ま
す
。）

○
臨
時
福
祉
給
付
金

・
申
請
、
受
給
者
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
等
の
写
し
）

・
通
帳
の
写
し

※ 

65
歳
未
満
の
方
で
年
金
を
受
給
さ

れ
て
い
る
方
は
、
６
月
に
年
金
機

構
よ
り
送
付
さ
れ
た
「
年
金
額
改

定
通
知
書
」
の
写
し

○
子
育
て
世
帯
臨
時
福
祉
給
付
金

・
申
請
、
受
給
者
の
本
人
確
認
書
類

（
顔
写
真
の
あ
る
証
明
証
の
写
し
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
社
会
福
祉
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

農
業
所
得
の
申
告
に
つ
い
て

ｅ
　

―
　

Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
電
子
申

告
を
さ
れ
る
方
へ

土
地
・
家
屋
の
届
出
に
つ
い

て

臨
時
福
祉
・
子
育
て
世
帯
臨

時
特
例
給
付
金
の
申
請
期
間

が
終
了
し
ま
す

　町公式Facebook、Twitter 始めました　


